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別 表  別 表   

1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  1区分  2種目  3基準額   4対象経費    5補助率  

児童虐   児童自立生活授  児童虐   1／2  
待防止  助事業に必要な報  待防止  助事業に必要な報  
対策等  酬（非常勤職員報  対策等  酬（非常勤職員報  
支援事  酬）、給料、報併  支援事  酬）、給料、報償  
業   費、旅費、需用費  業   費、旅費、需用費  

1児童自立生活援助事業  （消耗品費、食塩  1児童自立生活援助事業   （消耗品費、食塩  
費、印刷製本費、  費、印刷製本費、  

1か所当たり 3，696，000円  燃料費、光熱水   1か所当たり 3，696，000円  燃料費、光熱水  

（年度途中の開始、又は中止等の場合）   
費）、役務費（通悟  

（年度途中の開始、又は中止等の場合）   
費）、役務費（通信  

運搬費）、委託料、  運搬費）、委託料、  
月額308．000円（1月未満の場合は1月とする）  月額308．000円（1月未満の場合は1月とする）  

料、備品購入費  料、備品購入費  

l  

2対外関係詞盤事業   2対外関係詞整事業   

（1）対象人員10人以上  （1）対象人員10人以上  

1か所当たり 3，556，000円  1か所当たり 3，556，000円  

（年度途中の開始、又ノま中止等の場合）  （年度途中の開始、又は中止等の場合）  

月額296，000円（1月未満の場合は1月とする）  月額 296，000円（1月未満の場合は1月とする）  

（2）対象人見10人未満  （2）対象人員10人未満  

1か所当たり 2，573，000円  1か所当たり 2，573，000円  

（年度途中の開始、又は中止等の場合）  （年度途中の開始、又は中止等の場合）  

月額214，000円（1月未満の場合は1月とする）  月額214，000円（1月未満の場合は1月とする）  

児童虐   児童虐待防止対  児童虐   1／2  

待防止  兼支援事業に必要  待防止  策支援事業に必要  

対策支  な報酬、旅費、需  対策支  な報酬、旅費、需  
用費（消耗品費、  

授事業   
用費（消耗品費、  

援事業   教材費、印刷製本   教材費、印刷製本  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  費）、貸金、備品  1都道府県（措定都市又は児童相談所設置市）当たり  費）、貸金、備品  



購入費、役務費  
（通信運搬費）、報  
償費、委託料、使用  
料及び貸借料  

購入費、役務費  
（通信運搬費）、報  
償費、委託料、使用  
料及び貸借料   

327月00円  

2 児童相談所カウンセリング強化事業   

児童相談所1か所当たり  

・「カウンセリング強化事業のみ実施する場合」  

706，000円  

・「カウンセリング強化事業」に加え「家族療法事業」を   

実施する場合  

2，699．000円  

3 医療的機能強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

409．000円  

2 児童相談所カウンセリング強化事業   

児童相談所1か所当たり   

イカワンセリング強化事業のみ実施する場合」  

706，000円  

・「カウンセリング強化事業」に加え「家族療法事業」を   

実施する場合  

2Ⅰ698．000円  

3 医療的機能強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

2．142刀00円  

4 法的対応機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

558，000円  

5 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

511，000円  

6 専門性強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

269．000円  

7 一時保護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

2，258，000円  

8 市町村及び民間団休との連携強化事業  

・市町村及び要保護児童対策地域協議会への支援   

児童相談所1か所当たり  

3，708，000円  

・民間団体との連携  

2．092．000円  

4 法的対応機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

558，000円  

5 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

511．000円  

6 専門性強化事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

268．000円  

7 一時保護機能強化事業   

児童相談所1か所当たり  

2，258，000円  

8 市町村及び民間団体との連携強化事業  

・市町村及び要保護児童対策地域協議会への支援   

児童相談所1か所当たり  

3，708，000円  

・民間団体との連携  
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1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

962，000円 962，000円  

9 24時間・365日体制強化事業  9 24時間・365日体制強化事業  

児童相談所1か所当たり  児童相談所1か所当たり  

10児童福祉司任用資格取得のための研修  10児童福祉司任用資格取得のための研修  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  1都道府県（指定都市又は児童相政所設置市）当たり  

①メンタルフレンド活動費   ①メンタルフレンド活動費   

訪問1日当たり 2，660円   訪問1日当たり 2，660円   

②事業実施前研修会費174，800円  ②事業実施前研修会費174，800円   

1回当たり 33，000円  1回当たり 33，000円   

2 ひきこもり等児童宿泊等指導事業   2 ひきこもり等児童宿泊等指導事業   

児童1人当たり日額3．570円   児童1人当たり日額3，570円   

児童1人当たり日額2，100円   児童1人当たり日額2．100円   

3ひきこもり等児童福祉教育連絡会議費  3ひきこもり等児童福祉教育連絡会鼓費  

1回当たり12．200円  1回当たり12，200円  

4ひきこもり等の子どもの保津者交流事業  
4ひきこもり専の子どもの保護者交流事業  

1都道府県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  
1都道府県く指定都市又は児童相談所設置市）当たり  
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児童家   児童家庭支援セ  児童家   児童家庭支援セ  
庭支援  ンタ一連営事業に  庭支援  ンタ一連営事業に  
セン  必要な給料、職員  セン  必要な給料、職員  
ター運 営事業   手当等、共済費、  クー連 営事業   手当等、共済費、  

旅費、需用費（食   旅費、需用費（食   
1か所当たり   糧費、印刷製本  1か所当たり   塩費、印刷製本  

費、消羊毛品費）、役  費、消耗品費）、役  
年間 9，415，000円  務費（手数料）、報  年間 9，415，000円  務費（手数料）、報  

（年度途中の開始、又は中止等の場合）   
償費、報酬 等  

（年度途中の開始、又は中止等の場合）   
償費、報酬 等  

月額 784，000円  月額 784，000円  

（1月未満の場合は1月とする）  （1月未満の場合は1月とする）  

2 初度調弁費  2 初度調弁費  

1か所当たり 200，000円  1か所当たり 200，000円  

児童家   児童家庭支援セ  児童家   児童家庭支援セ  
庭支援  ンタ一連営モデル  庭支援  ンタ一連営モデル  
セン  事業に必要な給  セン  事業に必要な給  
ター運 営モデ   料、職員手当等、  クー運 営モデ   料、職員手当等、  

共済費、旅費、需   共済費、旅費、需   
ル事業   1か所当たり   用費（食糧費、印  ル事業   1か所当たり   用費（食糧費、印  

別製本費、消耗品  刷製本費、消耗品  
年間 9，415，000円  費）、役務費（手数  年間 9，415，000円  費）、役務費（手数  

（年度途中の開始、又は中止等の場合）   
料）、報償費、報酬  

（年度途中の開始、又は中止等の場合）   
料）、報償費、報酬  

等  等  
月額 784，000円  月額 784，000円  

（1月未満の場合は1月とする）  （1月未満の場合は1月とする）  

2 初度調弁費  2 初度調弁費  

1か所当たり 200．000円  1か所当たり 200，000円  

剋陰   剋陰   且1陰   剋膣  旦盈真   次により算出された額の合計楯  里親支援事業 
後生墓  必事な報酬、管′金、   

に   ユ∠旦  

報償費、旅費、需  

1 基礎研修                    用着（消耗品曹、 印刷製水着）、役・  
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1都道府県（指定都市又は 児童相談所設置前）当たり  

512．000円  

2専門里親研修  

1都道府県（指定都市又は児童相談所詔層市）当たり  

1．312．000円  

3里親養育相談事業  

1都道府県（措定都市又は 児童相談所設置市）当たり  

皇呈皇1墜拉巴  

4里親養育援助事業  

1都道府県（措定都市又は児竜相談所設置市） 当たり  

8．435．000円  

5里親養育相互援助事業  

1か所当たり  

剋狙巴   
∽ 

里盈査   且1陰   剋陰   剋途   剋陰  談所1か所当たり  
業に必要な報酬、  
里親委託推進事   

並進進  
主監   旦Lむ旦迫！迫巴  管一金、報償費、旅  

曹、需用者（食糧 曹、消素毛品費、印  
創製應曹）、役務  

里親真  次により算出された額の合計額  里親支援僧侶事  
援趨鼠  業に必専な報酬、  

重盗  官一金．報借着、旅  

1里親振起こし事業  
著∵需用者（食糧  

1都道府 県（指定都市又は児童相談所設置市）当たり  

4．002．000円  
逆呈塩赴   

2里親委託推進・支援等事業  

ー
一
N
－
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超越皇  
道真遥   

算出した額の合計額  地域生活支援事  
斐（モデル事業）に   

重盗  必専な報酬（非常  

⊥＿速皇畳  勒職員報酬）、給  
坐圭  

（年度途中の開始∴又は中止等の！易合）  

施設退所児童等の保険対象者1人当たり  施設退所児童等の保険対象者1人当たり  

2 賃貸住宅等の貸借時の連帯保証  2賃貸住宅等の賃借時の連帯保証  

施設退所児童等の保険対象者1人当たり  施設退所児童等の保険対象者1人当たり  



婦人相談員活動  
強化対策費のため  DV・女 性保護  

婦人相  
談員活  婦人相談員活動 強化対策費のため  

次により算出された額の合計額  次により算出された額の合計額  

要な報酬  】  l嘉森毎  

（1）婦人相談員手当   （1）婦人相談員手当   

等に定める給与方法により算定した額とすること。  等に定める給与方法により算定した額とすること。  

（2）婦人相談員活動費  （2）婦人相談員活動費  

厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の数に都  厚生労働大臣が必要と認めた婦人相談員の数に都  

道府県においては年額58，000円を、指定都市、中核  道府少引こおいては年額58，000円を、指定都市、中核  

市、児童相談所設置市及び市においては年額49，00  市、児童相淡所設置市及び市においては年額49，00  

0円を乗じて算定した額。  0円を乗じて算定した額。  

ただし、婦人相談員を年の中途において任免したとき  

、その在職期間が6か月未満の場合は年額の1／2の  

A型（東京・大阪）年額604，000円  A型（東京・大阪）年額604，000円  

広島・福岡・長崎・沖縄）   広島・福岡・長崎・沖縄）   

年額444，000円  年額444，000円  

C型（その他の県）年額338，000円   C型（その他の県）年額338，000円   




